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提案理由 

地方分権改革の一環として地方自治法の改正による議員定数の法定上限の撤

廃がなされたことを受け、全国の地方議会においては、議員定数について見直

しが行われており、減数傾向が顕著となっている。 

議員定数の減数傾向は、地方自治体の財政難とも相まって、住民による議会

への要求の高まりとともに議員定数を削減する自治体が増加したものと推察さ

れるもので、本市においても全国的な議員定数削減の流れの中で決して例外で

はないとの認識をしているところである。 

こうした状況下にあって、本市議会においては「八千代市議会議員の定数に

関する調査特別委員会」を設置し、長期間にわたる調査・研究を行ってきたと

ころである。同委員会においては、議員定数について適正とされる明確な基準

がない中で、将来人口、市域面積、財政規模、議会運営上の支障等の面から十

分な議論を尽くした結果として、意見の相違が見られたところであるが、この

１１月に議員定数を削減とする方向で大筋の合意がなされたことは評価すべき

ものと考える。 

本市議会議員選挙を来年１２月に控え、この時期に議員定数を決定し、市民

に周知していくことは、現市議会として非常に重要なことと考える。 

よって、同委員会の長期に及ぶ調査・研究による議論を最大限尊重し、本市

議会の議員定数を２８人とする。 

これが、本案を提出する理由である。 



八千代市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例 

八千代市議会議員の定数を定める条例（平成１３年八千代市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

本則中「３２人」を「２８人」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行し，この条例による改正後の八千代市議会議

員の定数を定める条例の規定は，同日以後初めてその期日を告示される八千代

市議会議員の一般選挙から適用する。 


